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先の臨時国会において、新たな在留資格『特定技能』の創設等を内容とする「出入国管理及

び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」（平成30年法律第102号）が成立しま
した。[H30.12.8成立／H30.12.14公布] 
特定技能の在留資格に係る制度は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内

人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野

において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みとされてお

り、建設分野もこの制度の対象となっています。（制度開始：H31.4.1） 

今般、本制度の施行を受け、建設業団体等を対象に、制度概要等についての説明会を開催す

ることとしましたのでお知らせいたします。 

 

 

記 
 

 

  開催日時：平成３１年５月２２日（水）  １３：００～１４：３０ 

  場  所：新潟美咲合同庁舎１号館 ４階 共用会議室 

       新潟市中央区美咲町１－１－１ 

  対  象：建設業関係者、各県行政担当者 

       ※法人、個人は問いません。建設業関係団体への加盟、非加盟も問いません。 

定  員：８０名 

参加申込：事前申込制となりますので、別紙「参加申込書」に必要事項を記載のうえ、 

     平成３１年５月１０日（金）までに、FAXにてお申し込みください。 

     ※お申し込みは先着順、定員となり次第締切りとさせていただきます。予めご了承 

       ください。 

そ の 他：駐車台数には限りがありますので、可能な限り、公共交通機関をご利用いただき 

     ますよう、ご協力をお願いします。 
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新潟県政記者クラブ 

新県政記者クラブ 

富山県政記者クラブ 

石川県政記者クラブ 

その他建設専門紙 

 お
問
い
合
わ
せ 

国土交通省 北陸地方整備局 

建政部 建設業適正契約推進官 石川（いしかわ） 

建政部 計画･建設産業課 課長補佐 関根（せきね） 

TEL：025-370-6571  FAX：025-280-8746 

 

建設分野における特定技能外国人の受入れに関する 

説明会を開催します。 



（別 紙）

※申込み締め切り：５月１０日（金）まで

【 】ＦＡＸ：０２５－２８０－８７４６

北陸地方整備局 建政部 以下必要事項をご記入のうえ、

計画・建設産業課 連携推進係 行 ＦＡＸにてお申し込み下さい。

建設分野における特定技能外国人の受入れに
関する説明会 参加申込書

団体名等

（会社名）

〒 －

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

役 職 氏 名

出席者

※会場の広さに限りがありますので、各団体１名の申込みとさせて頂きます。

【申込みの前にご確認下さい】
① お申込みは先着順、定員になり次第締切りとさせていただきます。

② 定員超過により受講をお断りする場合に限り、当局よりご連絡いたします。（連絡がない

場合は受講可能です。）

③ 駐車台数には限りがありますので、可能な限り、公共交通機関をご利用いただきますよう、

ご協力をお願いいたします。

④ ご記入いただいた個人情報は、講習会業務以外の目的には使用いたしません。


